
 

 

県 企業 

１ 事業所(工場)新設・増設の意思決定 

３ 事業所の建設 

４ 「①適用事業所指定申請書」 

の作成、提出 

（適用事業所の操業開始前３０日まで） 

＊事業所の新設の場合は、立地協定締結日また

は用地取得のいずれか遅い方から５年以内に

操業が開始されるもの。増設の場合は、３年以

内に操業が開始されるもの。 

６ 事業所の完成 

７ 事業所の操業開始 

８ 「②事業開始報告書」の作成、提出 

  （操業開始後１０日以内） 

９ 事業開始報告書の受理 

１０ 事業所開始に伴う投資額の支払い 

１１ 「③補助金交付申請書及び事業実績 

   報告書」の作成、提出 

   （操業開始後１年以内） 
 
※スモールスタート研究開発業で、事業所等の年間賃借額
への補助を伴うものにあっては、初年分は操業開始日か
ら１年を経過した日から１４日以内、２年目分以降は、
当該初年分提出期限に対応する日以内 

１２ 補助金交付申請書の受理、 

   書類審査 

１４ 補助金交付決定及び確定通知書の発行 
１５ 補助金交付決定及び確定通知書の受理 

１７ 補助金交付請求書の受理 
１６ 「④補助金交付請求書」の提出 

１８ 補助金の支払い 

２ 立地協定の締結(企業、市町村、県） 

５ 適用事業所申請書の受理 

  及び指定書の発行 

１３ 補助金申請の実地調査 


